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体制整備担当者向け（設置者・管理者・サービス管理責任者等）

虐待防止・身体拘束等適正化に向けて④
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虐待の防止 身体拘束等の禁止
(参考）業務継続計画（Ｂ

ＣＰ）の策定等
(参考)非常災害対策

早期発見、迅速かつ適切
な対応が図られるための
必要な措置について、運
営規程に定める。

身体拘束等の適正化のため
の指針を整備。

感染症や非常災害の発生
時の業務継続計画を策定
し、必要な措置を講じる。
従業者に計画を周知。

消防計画及び風水害、地震
等の災害に対処するための
計画を策定、非常災害時の
関係機関への通報及び連絡
体制を整備。従業者に周知。

虐待防止のための対策を
検討する委員会を定期的
に開催。その結果を従業
者に周知徹底。

身体拘束等の適正化のため
の対策を検討する委員会を
定期的に開催。その結果を
従業者に周知徹底。

従業者に対し、虐待の防
止のための研修を定期的
に実施。

従業者に対し、身体拘束等
の適正化のための研修を定
期的に実施。

必要な研修及び訓練を定
期的に実施。

定期的に避難、救出その他
必要な訓練を実施。

担当者を置く。 防火管理者

委員会・研修・担当者等についての規定
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※「定期的」は年１回以上
※「従業者」は全ての職員を対象に
※虐待防止の取り組みで身体拘束等の適正化について取り扱う場合には、

身体拘束等の適正化に取り組んでいるものとみなす



障害者福祉施設等における 障害者虐待の防止と対応の手引き 職場内虐待防止研修用冊子

（身体拘束適正化について P34～）

虐待防止、身体拘束適正化の必須テキスト
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虐待防止委員会の役割 （手引きP17）

①虐待防止のための計画づくり

虐待防止の研修、虐待が起こりやすい職場環境の確認と改善、
ストレス要因が高い労働条件の確認と見直し、
マニュアルやチェックリストの作成と実施、
掲示物等ツールの作成と掲示等の実施計画づくり

②虐待防止のチェックとモニタリング

虐待防止の取組の実施

③虐待（不適切な対応事例）発生後の検証と再発防止策の検討

虐待やその疑いが生じた場合、行政の事実確認を踏まえて障害者福祉施設
等としても事案を検証の上、再発防止策を検討し、実行に移していく

※ 年１回以上開催する ⇒ 年１回以上実施の虐待防止研修の内容検討をすることは必ず必要

虐待防止委員会
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虐待防止研修の内容 （手引きP20～）

① 虐待防止や人権意識を高めるための研修

② 職員のメンタルヘルスのための研修

③ 障害特性を理解する・知識や技術向上のための研修

④ 事例検討

⑤ 利用者や家族等を対象にした研修

虐待防止研修
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① 「職場内虐待防止研修用冊子」の読み合わせ

② 「手引き」P8～10 「（表-1）障害者福祉施設従事者等による障
害者虐待類型（例）」を用いて職員同士で話し合う

・自事業所で起きるかもしれないことを想定してみる

※虐待と言い切れないグレーゾーンも

・虐待のきっかけになるかもしれないことを挙げてみる

※今は虐待とは言わないけどちょっと気になる関わり方について考える

職場内研修の具体的内容例
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3要件を満たさない身体拘束
は身体的虐待に当てはまりま
す

↓話し合うポイントの例
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「○○ちゃん」と支援者が呼
ぶことは(学齢以上の)子ども
でも不適切、
大人では「○○くん」も不適
切と考えられます

他人から見える状況でおむつ
交換をするのは性的虐待に当
てはまります
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「○○したら、□□させてあ
げる」ということは、よくあ
ることかも

無視して放っておくのは、
「放棄・放置」にも当てはま
ります
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周りには無駄遣いに見えても、
本人にとってどうか

同意の強要をしていないか
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不適切な身体拘束を行うこと
どちらも虐待となり得ます

必要な身体拘束を行わないこと

例えば

身体拘束による外傷・廃用：身体的虐待

身体拘束により尊厳を損なう：心理的虐待

必要な身体拘束を行わないことで自傷・他傷・器物損壊

：放棄・放置

身体拘束適正化研修と虐待防止研修を合わせて行うことができます

身体拘束適正化と虐待防止
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